
4 月以降もみくんちでは周りでの感染症流行はありませんが、日中は平熱で過ごしていても夕方から夜にかけて
高熱が出る症状が何日か続くといった、風邪症状診断での利用のお子さんが増えています。
小さい体のお子さんは体温調節がうまくできなくて、気温の上昇にあわせて体温も上昇することもあります。
衣服の調節や室内のエアコンでの温度調節、水分摂取により体温が少しさがることもありますので、ご家庭でも
気をつけてみましょう。

気温が上昇してくるこれからの時期、体の小さいお子さんは水分補給が重要となります
Q.何を飲ませたらいい？
病気にかかっていなければ、白湯や麦茶などがよいでしょう。 糖分の多いジュースや消化に時間のかかる
牛乳、硬度の高いミネラルウォーターは水分補給という点ではあまりお勧めはしません。失われた電解質を
補充する時は、経口補水液やスポーツ飲料が役立ちます。

Q.水分はいつのませたらいい？
起床時、就寝前、運動の前後、入用前後等、汗をかく前後に飲ませましょう。

Q.どのくらいの量がいい？
欲しがるからと一度に大量を与えると水分を取りすぎて胃腸を悪くしたり、食事量が減ることもあります。
コップ１杯程度の量をこまめにあたえましょう。

病児保育室では特別な疾患を除きお子さんがかかる
一般的な病気でのお預かりが可能です。
お仕事の都合はもちろん
きょうだいの行事があるから参加したいけれど
体調を崩しているお子さんを預かってもらう人がいない…
という場合でもお預かりは可能です。
お困りの際にはご連絡ください。

病児保育利用予約の際には右図の
「高知市病児保育事業診療情報提供書（医師連絡票）」 

が必要となります。
かならず受診した病院より記入してもらって下さい。

登録申請書が７月から変わります。
６月までに登録済の方も新たに登録が必要となります。

病児病後児保育事業もみくんち

〒780-0945 高知市本宮町 101－1デイサービスこだま 2F

☎088-849-2184 開設日・ 日・祝・年末年始を除く 8：00～18：00（予約も同じ）

水分補給について

もみくんちだより
VOL.24 令和 7 年 7 月

高知市病児保育事業 診療情報提供書（医師連絡票）

高知市長 様

令和 年 月 日

高知市病児保育事業の利用について，次のとおり診療情報を提供します。

医療機関の所在地及び名称

電話番号

担当医師氏名 印

児童氏名 性別 男 ・ 女 生年月日 平成・令和 年 月 日

児童住所 高知市 電話番号

傷病名

⑴ 発病（推定年月日） 令和 年 月 日

⑵ 発病（推定年月日） 令和 年 月 日

⑶ 発病（推定年月日） 令和 年 月 日

■ 隔離の必要性 （ 有 ・ 無 ）

紹介目的

(病児・病後児の

区分)

※どちらかを

囲んでください。

病児保育事業利用のため

回復期前であるが（病児）

上記疾病の 病児保育事業の利用に

回復期にあり （病後児） 支障がないと認める。

※回復期の範囲については，欄外の備考４をご参考ください。

既往歴及び

家族歴

症状経過及び

検査結果

治療経過

現在の処方

備考

（備考）１ ① 必要がある場合は続紙に記載して添付してください。

② 必要がある場合は画像診断のフィルム，検査の記録を添付してください。

③ 紹介先が保険医療機関以外である場合は，紹介先医療機関等名の欄に紹介先保険薬局,市町村，保健所名等を記

入してください。かつ，児童住所及び電話番号を必ず記入してください。

２ この提供書を記載していただく料金は「診療情報提供料（Ⅰ）」の扱いとなります。

３ 病後児保育室ぱんぷきんは病後児のみを対象とします。

４ 回復期の範囲 ・日常罹患する疾病，伝染性疾患 ⇒ 急性期を経過した以降

・慢 性 疾 患 ⇒ 発作が治まった以降

・外傷性疾患 ⇒ 症状が固定した以降

５ 病児保育事業対象疾患について，麻しん及び結核（就業制限中）は除きます。

６ 当該初診を受けた患者の病児保育事業利用中の病状変化について，看護に当たっている者から,電話にて治療上の意

見を求められ，必要な指示をした場合に，再診料を算定できる場合があります。

※ご注意ください※ この提供書により利用できる施設は，キューピットハウス・愛あいルーム・ラベンダー・も

みくんち・病後児保育室ぱんぷきんの５施設です。これ以外の施設は，この提供書では利用できません。


